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平成３０年度第４回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成３０年５月２２日 

                    担当部・課：教育委員会生涯学習課〔内線 5053〕 

石巻中央公民館   〔22-2970〕 

① 件  名 

 石巻中央公民館駅前新町分館の廃止について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

公民館分館については、地域の集会所としての性格が強く、現在、集会所等への転換を推進し

ている。 

石巻中央公民館駅前新町分館については、集会所へ移行することで地域住民との協議が整い、

平成３０年度中に分館を解体し、同敷地内に集会所の建設を予定している。 

【目的】 

公共施設等総合管理計画に基づき、地域との協議及び集会所移行の条件が整った石巻中央公民

館駅前新町分館について、集会所として地域コミュニティの拠点施設に移行し、当該分館を廃止

するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 社会教育法（昭和２４年６月１０日号外法律第２０７号） 

 石巻市公民館条例（平成１７年４月１日条例第９８号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕】  

 第１章 ともに創る協働のまち 

第４節 安定した行財政経営を構築する 

１ 持続可能な行財政経営を推進する 

【〔個別計画との整合性〕】 

 石巻行財政改革大綱及び行財政運営プラン 

  ３ 行財政運営プランについて 

(2) 構成 基本目標４ 公共施設の適正な管理・運営 

公共施設等総合管理計画 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 平成２９年５月 駅前新町分館運営委員会で分館を廃止し、集会所を建設する方針について決定 

 平成３０年４月 地元町内会総会で集会所建設について決定 

⑤ 主な内容 

【廃止する施設】 

石巻中央公民館駅前新町分館 

(1) 土地 
所 在 地：石巻市東中里一丁目６番１号 

  地 目：宅地 

  面 積：３００．８２㎡ 

(2) 建物 

建築年月：昭和４４年３月 

建築面積：１７２．７３㎡ 

  構  造：木造２階建て 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

 石巻中央公民館駅前新町分館に係る維持管理費（平成２９年度：１４２千円）の削減が図られる。 

【市財政への負担】 

 解体工事費：３，７００千円（一般財源） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成３０年６月 市議会第２回定例会へ石巻市公民館条例の一部改正を提案 

 石巻市教育委員会の組織等に関する規則及び石巻市公民館地域分館活動要綱の

一部改正（平成３０年７月１日施行予定） 

      ７月 解体工事開始予定 

⑨その他 

 

 


